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Ⅰ 特別職及び一般職の報酬額等の改定について 

 

１ 特別職（市長、副市長）の報酬等決定の方法 

 

【地方自治法（抄）】 

 

（給料、手当及び旅費） 

第２０４条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の

職員（中略）に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、・・地域手当、・・通勤手当、・・

期末手当、・・又は退職手当を支給することができる。 

３ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならな

い。 

 

（給与等の支給制限） 

第２０４条の２ 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基

づく条例に基づかずには、（中略）前条第一項の職員に支給することができない。 

 

 

【千葉市特別職報酬等審議会設置条例（抄）】 

 

 （諮問） 

第３条 市長は、（中略）市長若しくは副市長の給料の額に係る条例案を議会に提出し

ようとするときは、あらかじめ、（中略）給料の額について審議会に諮問しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特別職の報酬等について（抄）】 

（昭和３９年５月２８日自治給第２０８号 自治事務次官通知） 

２ 都道府県知事は、（中略）報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あ

らかじめ当該報酬の額について、審議会の意見を聞かなければならないものとするこ

と。 

  なお、知事、副知事及び出納長の給料の額についても同様の手続により措置すること

が適当であること。 

（※本通知では、市についても、都道府県の例にならい措置を講ずるものとされている。） 

 

【特別職の職員の給与について（抄）】 

（昭和４３年１０月１７日自治給第９４号 自治省行政局長通知） 

３ 三役（中略）の給与につき、審議会に諮問を行なうに際しては、人口・財政規模等が

類似している他の地方公共団体における特別職の職員の給与額、当該地方公共団体にお

ける特別職の職員に関するここ数年来の給与改定の経緯および一般職の職員の給与改

定の状況等に関して、・・（資料）を提出し、審議会において充分な審議が行なわれ、適

正な給与額の答申がなされるよう配意すること。 
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現行の給料月額等 

 

 

給料月額 
期末手当 

（4.4 月） 

計 

（年間給与額） 

市 長 
1,300 千円 

（1,040 千円） 

6,864 千円 

（3,432 千円） 

22,464 千円 

（15,912 千円） 

副市長 
1,050 千円 

（945 千円） 

5,544 千円 

（3,881 千円） 

18,144 千円 

（15,221 千円） 

※ （ ）内はカット後の額 

※ 平成２９年度における期末手当の 4.4 月の内訳は、６月期 2.075 月、１２月期

2.325 月である。 

 

 

 

 

２ 一般職の給与決定の方法 

 

【地方公務員法（抄）】 

 

（情勢適応の原則） 

第１４条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、（中略）が社会一般の

情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。 

２ 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及

び長に勧告することができる。 

 

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準） 

第２４条（略） 

２ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者

の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 

 

（給料表に関する報告及び勧告） 

第２６条 人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地

方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化に

より、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適

当な勧告をすることができる。 

  

市長 ：給料月額△20％、期末手当△50％ 

副市長：給料月額△10％、期末手当△30％ 

 

カット率 

H21.10～ 



3 

 

Ⅱ 公務員給与の動向について 

                                                                               

１ 国家公務員の給与の動向 

（１）一般職の国家公務員の給与の動向 

 
公民較差率 俸給表改定率 

平成２７年度 ０．３６％ ０．４％ 

平成２８年度 ０．１７％ ０．２％ 

平成２９年度 ０．１５％ ０．２％ 

 

 （参考）平成２７年度 

民間給与（Ａ） 国家公務員給与（Ｂ） 
公民較差率 

（（Ａ）－（Ｂ）／（Ｂ））×１００ （（Ａ）－（Ｂ）） 

410,465 円 408,996 円 ０．３６％ （1,469 円） 

 

（２）特別職の国家公務員の俸給の動向 

 平成２７年４月１日 平成２８年４月１日 平成２９年４月１日 

内閣総理大臣 ２，００９千円 ２，０１０千円 ２，０１０千円 

国務大臣等 １，４６５千円 １，４６６千円 １，４６６千円 

大臣政務官等 １，１９８千円 １，１９９千円 １，１９９千円 

 

【参考】用語の定義 

○ 給料（俸給） 

給与の中で、量質ともにその中心をなすもの。職員の正規の勤務時間の勤務 

に対応する報酬。地方公務員は「給料」といい、国家公務員は「俸給」という。 

○ 給与 

職員に対しその勤務に対する対価として支給される一切の有価物を意味し、

給料（俸給）のほか、各種手当が給与に該当する。 

○ 公民較差 

民間の「給与」と公務員の「給与」がどの程度差があるかを比較したもの。

具体的には、職種、役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士で対比させて算

定する。 

○ 給料表（俸給表）改定率 

公民較差を解消するために必要な給料（俸給）の改定率。 
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２ 本市一般職の給与の動向 

 

 公民較差率 給料表改定率 仮定給料表改定率 累積改定率 

平成２７年度 ０．８４％ △１．００％ ０．９０％ ０．９００％ 

平成２８年度 △１．５２％ △１．６０％ ０．２１％ １．１１２％ 

平成２９年度 ０．１３％ ０．２０％ － １．３１４％ 

※ 累積は、各年度の仮定給料表改定率（平成２９年度については給料表改定率）を

乗じたものである。 

※ 仮定給料表改定率は、地域手当の引上げがなかったと仮定した場合の給料表改定

率である。 

 

（参考）平成２９年度の給与改定 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１２月１４日 千葉市職員の給与に関する条例及び特別職の職員の給与並びに

旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案可決・

成立（平成２９年１２月２２日公布・施行（平成２９年４月１

日適用）） 

 

 

【参考】用語の定義 

 

○ 地域手当 

民間賃金水準が高い地域に勤務する職員に対して支給される手当であって、

給料等に所定の支給割合を乗じて得た額が支給される。本市の支給割合は、国

と同様（現行１５％）としている。 

 

 

 

 

 

  

平成２９年職員の給与に関する報告及び勧告の概要（平成２９年９月２９日） 

① 民間給与との較差（０．１３％）を解消するため、給料月額の引上げ 

② 期末・勤勉手当（ボーナス）の引上げ ０．１月分（４．３０月分→４．４０月分） 

③ 管理職手当の一部・初任給調整手当の引上げ 



一般職の職員の給与改定のイメージ（平成２７～２９年度）

○　平成２７年度（勧告内容：公民較差率　0.84%、給料表改定率　△1.00%） ○　平成２８年度（勧告内容：公民較差率　△1.52%、給料表改定率　△1.60%） ○　平成２９年度

Ｅ

　「地域手当」の引上げがなかったと仮定した場合（11%のままであっ
た場合）、職員給与全体（給料＋手当）で0.84%増額するためには、
職員給与の一部である「給料」を0.90%引き上げる（仮定給料表改定
率）必要がある。

Ｉ

　「地域手当」の引上げがなかったと仮定した場合（13%
のままであった場合）、「給料」を0.21%引き上げる（仮定
給料表改定率）ことで、職員給与（Ｉ）と民間給与（Ｆ）が
均衡

Ｈ
　「給料」を△1.60%引き下げる（給料表改定率）ことで、
職員給与（Ｈ）と民間給与（Ｆ）が均衡 Ｌ

　「給料」を0.20%引き上げる（給料
表改定率）ことで、職員給与（Ｌ）と
民間給与（Ｊ）が均衡

Ｄ
　「給料」を△1.00%引き下げる（給料表改定率）ことで、職員給与（Ｄ）
と民間給与（Ａ）が均衡

　民間給与

Ｂ
　本市職員の給与（Ｂ）と民間給与（Ａ）を比較した結果、民間給与
（Ａ）が職員給与（Ｂ）を0.84%上回っていた。（公民較差率）

Ｇ

　本市職員の給与（Ｇ）と民間給与（Ｆ）を比較した結
果、民間給与（Ｆ）が職員給与（Ｇ）を△1.52%下回って
いた。（公民較差率）
　これは、平成28年4月1日から、国に準じて「地域手
当」を2%（13%→15%）引き上げたことによるものである。

Ｋ

　本市職員の給与（Ｋ）と民間給
与（Ｊ）を比較した結果、民間給与
（Ｊ）が職員給与（Ｋ）を0.13%上
回っていた。（公民較差率）

Ｃ
　国に準じて定めている「地域手当」を2%（11%→13%）引き上げた結
果、職員給与（Ｃ）が民間給与（Ａ）を上回る。

Ａ 　民間給与 Ｆ 　民間給与 Ｊ

Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
（仮定） （勧告前） （対応）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

（勧告前） （対応①） （対応②） （仮定） （勧告前） （対応）

そ
の
他
手
当

そ
の
他
手
当

民間 公務 民間 公務 民間 公務

そ
の
他
手
当

そ
の
他
手
当

そ
の
他
手
当

そ
の
他
手
当

そ
の
他
手
当

そ
の
他
手
当

地
域
手
当

地
域
手
当

地
域
手
当

給
与

給
料

給
料

給
料

地
域
手
当

　
　
地
域
手
当

地
域
手
当

そ
の
他
手
当

　　（勧告内容：公民較差率　0.13%、給料表改定率　0.20%）

給
料

給
料

給
与

給
料

給
与

給
料 給

料
給
料

地
域
手
当

地
域
手
当

地
域
手
当

公民較差率 

 0.84% 

11% 13% 13% 

+2% 

△1.00% 

11% 

+0.90% 

「仮定給料表改定率」 
（地域手当の引上げがなかったと

仮定した場合（11%のままであった

場合）の給料表改定率） 
公民較差率 

△1.52% 

15% 

△1.60% 

+0.21% 

「仮定給料表改定率」 
（地域手当の引上げがなかったと

仮定した場合（13%のままであった

場合）の給料表改定率） 

15% 

H28.4.1

～ 

+2% 

13% 

公民較差率 

 0.13% 

15% 15% 

+0.20% 

＜地域手当の支給割合の段階的引上げ＞ 

①平成２６年１２月人事委員会勧告に基づき、平成２７年４月から１１％ 

②平成２７年人事委員会勧告に基づき、平成２７年４月に遡及して１３％ 

＜地域手当の支給割合の段階的引上げ＞ 

③平成２７年人事委員会勧告に基づき、平成２８年４月から１５％ 

 5
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Ⅲ 本市特別職の報酬等の改定の必要性について 

 

１ 従来の改定方法 

 ①一般職の改定率の推移 

 ②他の政令市の報酬等の額  を参考に改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市　　長 副 市 長

給　　料 給　　料

（前回改定）
H27.7.1
現行

1,300,000円 9.24 ％ 1,050,000円 9.38 ％ △ 0.37 ％

（前々回改定）
H18.7.1

1,190,000円 △ 4.80 ％ 960,000円 △ 4.95 ％ △ 4.98 ％

一般職の
累積改定率

※　廃止する地域手当の額に相当する額として平成２６年度の支給水準（１０％）を超えない範囲内の
額を加算することにより改定
（１）市　長：給料月額1,190,000円×累積改定率（△0.37％）＝1,185,597円（①）
　　　　　　　1,185,597円（①）×地域手当支給割合10％＝地域手当118,560円（②）
　　　　　　　1,185,597円（①）＋118,560円（②）＝1,304,157円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→1,300,000円（１万円未満四捨五入）
（２）副市長：給料月額960,000円×累積改定率（△0.37％）＝956,448円（③）
　　　　　　　956,448円（③）×地域手当支給割合10％＝地域手当95,645円（④）
　　　　　　　956,448円（③）＋95,645円（④）＝1,052,093円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →1,050,000円（１万円未満四捨五入）

前回からの
変動率

前回からの
変動率

※ ※
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２ 改定の必要性 

 

（１）前回改定後の一般職の給料表改定率の推移 

 

（再掲） 公民較差率 給料表改定率 仮定給料表改定率 累積改定率 

平成２７年度 ０．８４％ △１．００％ ０．９０％ ０．９００％ 

平成２８年度 △１．５２％ △１．６０％ ０．２１％ １．１１２％ 

平成２９年度 ０．１３％ ０．２０％ － １．３１４％ 

    

  ※ 累積は、各年度の仮定給料表改定率（平成２９年度については給料表改定率）を

乗じたものである。 

※ 仮定給料表改定率は、地域手当の引上げがなかったと仮定した場合の給料表改定

率である。 

 

 

（参考）累積改定率で改定した場合の改定額 

 

 市  長 副 市 長 

改定前（本則） 1,300,000 円 1,050,000 円 

累積改定率反映後の改定額 1,317,082 円 1,063,797 円 
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（２）政令指定都市の状況 

   政令指定都市では、平成２７年度以降、特別職の報酬等の改定を行った都市は 

５団体である。 

 

ア 一般職の改定率を考慮し、改定を行った都市：２団体 

 

 市長の給料月額 副市長の給料月額 

実施日 改正理由 

改正前 改正後 改正前 改正後 

新潟市 
1,163 千円 

 

1,167 千円 

(4 千円) 

939 千円 

 

942 千円 

(3 千円) 
H28.4.1 

一般職の改定率を

考慮し引上げ 

熊本市 
1,132 千円 

 

1,186 千円 

(54 千円) 

883 千円 

 

944 千円 

(61 千円) 
H27.4.1 

一般職の改定率を

考慮し引上げ 

 

 

イ 給与制度の総合的見直しに伴い、改定を行った都市：３団体 

 

 市長の給料月額 副市長の給料月額 
実施日 改正理由 

改正前 改正後 改正前 改正後 

横浜市 
1,428 千円 

 

1,599 千円 

(171 千円) 

1,148 千円 

 

1,285 円 

(137 千円) 
H28.4.1 

地域手当の廃止に

伴う給料の引上げ

（本市と同様） 

さいたま市 
1,243 千円 

 

1,210 千円 

(△33 千円) 

977 千円 

 

951 千円 

(△26 千円) 
H28.4.1 

地域手当の支給割

合の引上げに伴う

給料の引下げ 

川崎市 
1,250 千円 

 

1,200 千円 

(△50 千円) 

990 千円 

 

950 千円 

(△40 千円) 
H29.4.1 

地域手当の支給割

合の引上げに伴う

給料の引下げ 
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【政令指定都市の市長、副市長の給料月額と地域手当の合計額（カット前）】 

 

H29.12.1 現在 

 市  長 副 市 長  市  長 副 市 長 

千 葉 市 

札 幌 市 

仙 台 市 

さいたま市 

横 浜 市 

川 崎 市 

相模原市 

新 潟 市 

静 岡 市 

浜 松 市 

⑬１，３００千円 

⑪１，３１８ 

⑧１，３８９ 

⑨１，３７９ 

③１，５９９ 

⑦１，３９２ 

⑭１，２７９ 

⑳１，１６７ 

⑰１，２５０ 

⑮１，２７７ 

⑬１，０５０千円 

⑫１，０６１ 

⑪１，０８１ 

⑨１，０８４ 

①１，２８５ 

⑥１，１０２ 

⑭１，０４７ 

⑱  ９４２ 

⑲    ９４０ 

⑳  ９２８ 

名古屋 市 

京 都 市 

大 阪 市 

堺 市 

神 戸 市 

岡 山 市 

広 島 市 

北九州市 

福 岡 市 

熊 本 市 

①１，６８７千円 

⑤１，５２９ 

②１，６６９ 

⑫１，３０９ 

④１，５７９ 

⑱１，１９５ 

⑩１，３４９ 

⑯１，２６７ 

⑥１，４３０ 

⑲１，１８６ 

②１，２６５千円 

④１，２１０ 

⑦１，０９６ 

⑧１，０８９ 

③１，２４３ 

⑯  ９４５ 

⑩１，０８２ 

⑮１，００９ 

⑤１，１４４ 

⑰  ９４４ 

※ ○内は順位である。 

 

 

（３）千葉県及び県内主要市の状況 

 

【千葉県及び県内主要市の知事・市長、副知事・副市長の給料月額と地域手当の合計額 

（カット前）】 

H29.12.1 現在 

 知事・市長 副知事・副市長  知事・市長 副知事・副市長 

千 葉 県 

市 川 市 

船 橋 市 

松 戸 市 

１，５１８千円 

１，１１８ 

１，２０５ 

１，１５５ 

１，２１２千円 

９２１ 

９１６ 

９４６ 

習志野 市 

柏 市 

市 原 市 

八千代 市 

９５０千円 

１，０１９ 

１，０９８ 

１，０２２ 

８１０千円 

８３７ 

９０３ 

８６８ 

 

※ 千葉県及び市原市は、給料月額を据え置いたまま地域手当の支給割合を引き上げて

おり、給料月額と地域手当の合計額が増額となっている。 

（地域手当の支給割合：千葉県７％→９．２％、市原市７％→１０％） 

※ 柏市は上記の改正後（平成３０年４月１日）の額である。 
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（参考）実施時期関連資料 

 

  【市議会の今後の開会時期（予定）】 

 

        ○  平成３０年第１回定例会（０３月）→ 平成３０年０４月１日施行 

        ○ 平成３０年第２回定例会（０６月）→ 平成３０年０７月１日施行 

     ○ 平成３０年第３回定例会（０９月）→ 平成３０年１０月１日施行 

     ○ 平成３０年第４回定例会（１２月）→  平成３１年０１月１日施行 

 

 

    【特別職の任期】 

 

 任        期 

市  長 平成２９年６月１４日 ～ 平成３３年６月１３日 

副 市 長 平成２６年７月０１日 ～ 平成３０年６月３０日 

副 市 長 平成２７年４月０１日 ～ 平成３１年３月３１日 

 


